
　　　※犯罪捜査等のための請求に係るものを除きます。

国又は地方公共団体
の機関の名称

請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

― ― ― ―

　　２．同法第１１条の２第１項の規定による閲覧（個人又は法人の申出によるもの）
　　　※訴訟の提起その他の特別な事情によるものを除きます。

申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

一般社団法人　新情報セン
ター

事務局長　山本　恭久

「家計消費状況調査」
（総務省統計局からの委託）

令和5年5月30日
表町一丁目～四丁目
（2007年4月1日以前に出生の男女個人）

一般社団法人　新情報セン
ター

事務局長　山本　恭久

「消費動向調査」
（内閣府経済社会総合研究所からの委託）

令和5年8月8日
西新町、桜通り、材木町一丁目、大町一丁目～二丁目、前森三丁目～四丁目
（日本国籍を有する男女個人）

一般社団法人　新情報セン
ター

事務局長　山本　恭久

「家計消費状況調査」
（総務省統計局からの委託）

令和5年9月28日
大工町、古館町
（2007年4月1日以前に出生の男女個人）

株式会社　アド・ジャパン
代表取締役　鰐渕　俊英

「福井県子育て意識調査」
（福井県健康福祉部こども未来課からの委託）

令和5年12月13日
市内一円
（2023年11月1日現在、20～40代の男女(未婚含む)）

一般社団法人　新情報セン
ター

事務局長　山本　恭久

「家計消費状況調査」
（総務省統計局からの委託）

令和6年2月9日
前森一丁目～三丁目、千石町一丁目・四丁目、御囲地町
（2008年4月1日以前に出生の男女個人）

【問い合わせ】市民課住民班　７３－２１１１（内線１２１～１２３）

　　　令和５年度の閲覧状況を、同法第１１条第３項、第１１条の２第１２項及び住民票省令第３条に基づき公表します。
　　　住民基本台帳法では「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧状況について公表を義務づけています。

　　１．同法第１１条第１項の規定による閲覧（国又は地方公共団体の機関の請求によるもの）

住民基本台帳の閲覧状況の公表


